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川崎市の概況

 神奈川県内三政令市の内の一つ。

 神奈川県の北東部に位置し、横浜市と東京
都に挟まれた細長い地形。

 市内を横断する形でＪＲ南武線が通り、南
武線と交差する形で5つの私鉄が縦断。

 南部･中部･北部で地域特性が大きく異なる。

 ゆかりのある著名人：SHISHAMO、sumika、
藤子･Ｆ･不二雄、坂本九 etc…

管内面積 144.35 ｋ㎡

管内世帯数 796,677 世帯

管内人口 1,558,702 人

川 崎 市

麻生区長寿全国１位

製造品出荷額５位

大型商業施設と
タワーマンション



生活保護の実施体制

 政令市であるため、本庁部門と
実際に保護業務を行う区役所と
に分かれている。

 本庁職員である調整指導担当が
区役所の医療・介護扶助担当職
員を兼ねていることが特徴。

本庁 区役所（全７区）

etc…

etc…

保護指導担当 課長、SV
企画管理担当 CW
医療介護指導担当 兼務 管理係（経理・庶務）
調整指導担当 調整指導担当（医療扶助・介護扶助担当）

健康管理支援員（川崎・幸・高津・多摩のみ）
レセプト点検員
etc…

自立支援担当
困窮者支援担当
ホームレス支援担当

監査指導担当
適正実施担当
債権指導担当

高齢・障害課保護指導

自立支援

適正実施

川崎市

健康福祉局

生活保護・自立支援室

各区役所

地域みまもり支援センター
（福祉事務所）

保護課 地域支援課

被保護世帯数 22,490

被保護人員 26,999

保護率（‰） 17.32



大規模都市ならではの課題とその対策

• マンパワーだけではさばききれないため、レセプト分析を外部業者に委

託、かつ指導対象者選定については一部委託業者の技術も使用しつつ、

高い指導効果が見込める者の優先順位付けの模索

被保護者数に応じた膨大なレセプト、指導対象者の多さ

• 本庁職員（調整指導担当）が各区役所に兼務を張り、医療・介護扶助の

担当を担う事で、医療・介護扶助の業務水準を平準化

7区の業務の平準化が困難

基本的に区役所に勤務し、週
に１回本庁で調整指導担当者
会議を実施している。



レセプト分析業務委託

【やり取りするデータについて 】

 毎月送付（中旬ごろ）

・被保護者データ ・医療券発行履歴データ

・レセプトデータ（最新審査月）

 随時送付

・更生医療資格異動データ ・健診結果データ

・自立支援医療レセプトデータ etc…

 成果物

・頻回受診・重複服薬リスト ・多剤投与者リスト

・長期外来受診者リスト ・医療費分析結果（年1回）

・各種指導効果測定資料 etc…

【年間の運用について】

 年度初めに年間のデータ提供スケジュールに
ついて打ち合わせし、その後、スケジュール
に基づいてデータのやり取りをしている。

 制度改正等で新たな分析が必要になった際に
は、随時情報共有し、年度末の仕様検討で反
映させている。



年間を通した
適正実施・健康管理支援事業スケジュール

健康管理支援・適正実施関係年間スケジュール

健康管理支援

（糖尿病性腎症重症化予防支援候補者の選

定及び指導）

適正実施

（自立支援医療と医療扶助のレセプト突合

点検による支援対象者の選定及び指導）

健康管理支援

（健康診査受診勧奨）

適正実施

（重複受診・多剤投与の支援対象者の選定

及び指導）

健康管理支援

（医療機関未受診者等受診勧奨）

4

5

支援候補者選定会議 ２月～５月受診分　レセプト確認

6

福祉事務所による支援対象者決定

健康管理支援員・CWによる健康管理支援
4月受診分　 レセプト確認

特定健診等のお知らせ配布対象リスト確認

（引き抜き対象者の福祉事務所確認）

7

保健師等との連携支援
【健康増進課】特定健診等のお知らせ配布

勧奨対象者リストのシステム共有

8

室による指導対象者決定・

リストの配布

CWによる生活保護受給者へ

直接受診勧奨

室による指導対象者決定・

リストの配布

9

福祉事務所による確認・嘱託医協議

福祉事務所による支援及び指導

（健診結果に応じて）

保健師等との連携支援

福祉事務所による支援及び指導

（服薬情報のお知らせ配布）

室による支援対象者決定・

治療中断者等支援リストのシステム共有

10

評価会議
CWによる健康管理支援

保健師等との連携支援

11

12

健康管理支援システム入力完了 １２月受診分確認 健康管理支援システム入力完了 健康管理支援システム入力完了

1

2

（室）PDCAサイクル協議会

支援及び指導による効果確認

（１２月分レセプト分析データ）

２月受診分確認

（室）PDCAサイクル協議会 （室）PDCAサイクル協議会

3

次年度対象者　　データ抽出予定
室による支援及び指導による効果確認

（次年度７月頃、厚労省への報告）

日々の業務以外に、大きく分けて

5本の柱で年間のイベントを進行。

〇健康管理支援

糖尿病性腎症重症化予防

健診受診勧奨

医療機関未受診者・健診異常値放置者
受診勧奨

〇適正実施

自立支援医療（精神通院）と医療扶助
の重複投薬対象者指導

重複服薬・多剤投与者への指導



重複服薬者への指導

手順

 5月レセプトを基に分析業者が
指導候補者リストを作成、その
中から指導対象者を選定。

区に指導対象者のリストを展開
し、処方内容確認票を作成。嘱
託医協議、病状調査等を経て、
指導を行う。

昨年度実績

指導対象者：37名



自立支援医療（精神通院）と
医療扶助の重複投薬者への指導

背景

 医療扶助の中での重複については把握できるものの、他法である自立
支援医療（精神通院）と医療扶助の重複は容易には把握できない。

手順

 自立支援医療所管部署からレセプトデータを取り寄せ、同時期のレセ
プトどうし（昨年度は2月診療分）を突合する分析を委託業者に依頼。

 分析結果として、同一の薬効の薬品が医療扶助、自立支援（精神通
院）双方から出ている対象者のリストを受領。

 対象者リストを区に共有し、嘱託医協議等踏まえ指導対象を選定し、
指導実施。



自立支援医療（精神通院）と
医療扶助の重複投薬者への指導

効果

 6割程度が指導の結果、重複の
状況が改善された。
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自立支援医療（精神通院）と医療扶助の突合

改善 未改善

全市改善率

62.1%

候補者 指導対象者 改善者 未改善者

110 29 18 11

課題と今後の方針

 候補者の中には、向精神薬と鎮痛
剤が重複として当たってしまう等、
問題のない事例が多かった。

⇒今年度は、重複の分析枠組みにつ
いて、再度業者と検討予定。

 2月診療分レセプトであったため、
既に改善済の候補者もいた。

⇒今年度は 4月レセプトを活用予定。



多剤投与者への指導

背景

 15剤で抽出すると、指導対象者が2,000人程度抽出
され、運用に耐えうる規模ではない。

⇒対象者の中でも優先的に指導すべき者を選定し、そ
の者への指導に焦点化することで運用

手順

 分析業者から指導候補者のリストを受領し、その
中から指導対象者を選定

 指導対象者のリストを分析業者に送付し、対象者
毎の服薬情報に関するお知らせを作成依頼

 分析業者から届いた服薬情報に関するお知らせを
区に共有し、訪問調査時等にCWから被保護者へ手
交し、薬局に行く際に薬剤師に渡すように指導

【優先指導対象選定基準 】
・薬剤種類 15以上
・かかりつけ薬剤師がいない
・利用薬局数 2以上
・精神疾患の該当なし
・未就学児以外



多剤投与者への指導

昨年度実績

 指導対象者：220名

 全員に対して指導実施

指導効果

 令和６年度対象者では半
数程度の者について、処
方の調整が行われた。



健康管理支援事業

 健康増進部局から提供された健診結果データと生保レセプトを
基に、外部委託業者が候補者をデータ抽出。

 候補者の中から対象者を選定し、区へ共有。支援の実施。

※糖尿病性腎症は、選定会議を実施。

 年度末に効果測定。支援につながったか、医療機関を受診でき
たか等、アウトカム評価を中心に。

※糖尿病性腎症は、最終効果測定の前に評価会議を実施。



糖尿病性腎症重症化予防

①レセプトデータの提供

②分析結果の提供

本庁職員 データ分析会社

本庁職員区役所CW 健康管理支援員
or 保健師

③分析結果を基に、支援対象者選定会議を実施

④選定された対象者について

区役所へデータ共有

区役所CW

⑤医療職とCWで連携した

健康管理支援

健康管理支援員
or 保健師

本庁職員区役所CW 健康管理支援員
or 保健師

⑥支援対象者の支援状況を評価会議にて中間評価

⑦支援記録等を確認し、最終評価

支
援
対
象
者



糖尿病性腎症重症化予防

①レセプトデータの提供

②分析結果の提供

本庁職員 データ分析会社

本庁職員区役所CW 健康管理支援員
or 保健師

③分析結果を基に、支援対象者選定会議を実施

④選定された対象者について
区役所へデータ共有

区役所CW

⑤医療職とCWで連携した
健康管理支援

健康管理支援員
or 保健師

本庁職員区役所CW 健康管理支援員
or 保健師

⑥支援対象者の支援状況を評価会議にて中間評価

⑦支援記録等を確認し、最終評価

支
援
対
象
者

定期的に健康管理支援担当者会議を
主催し、現場の困りごとなどを聴取

現場の声を基に観点を変えたり、
支援の枠組みの修正を検討



事業評価について

 県下3政令市でPDCAサイクル協議会を年2回（概ね8月、2月）
開催し、事業計画の共有と共同で事業評価を実施。

 第1回（8月）で事業実施計画を共有し、第2回（2月）で取組結
果を共有し、共同で事業実施状況を評価する（お互いの事業報
告を見ていいところや改善点を言い合う）。

⇒本協議会があるおかげで3政令市のつながりは強く、日々の業務の
中でも困った事があれば連絡を取り合ったりしている。



日々の取り組み ①

【 開始時アセスメントと制度説明 】

 生活保護開始時にCWが「健康と医療の確認シート」を用いて、

生活状況や健康状態をヒアリング。

⇒健康状態を早期に把握し、必要に応じて健康管理支援員及び保健師につなげるなど、
必要な連携体制の構築に早期から着手可能。

 適正受診に関するパンフレットを配布し、医療機関のかかり方等
（ジェネリック医薬品原則、）を説明。

⇒ジェネリック医薬品利用率は令和元年から9割以上を達成（昨年度は95%以上を維持）



健康と医療のシート



適正受診に関するパンフレット



適正受診に関するパンフレット



日々の取り組み②

【頻回受診指導】
 確認月に調整指導担当がレセプトを確認し、頻回となっている対象者をピックアップする
（診療月から2か月後）。

 それに加えて、レセプト分析会社にレセプトデータを提供し、頻回受診対象者を抽出し結
果を調整指導担当へ共有する（診療月から3か月後）。

⇒上記の頻回対象者のダブルチェック構造により、漏らさず対象者をピックアップできる。

支払基金 分析業者

①診療月
②2か月後
頻回受診対象者をピックアップ

③3か月後
分析結果リストを基に
②で確認した際の
漏れがないかを確認

請求

レセプト到着 レセプト送付

分析結果送付



中間的な整理、健康管理支援事業の
手引き（第2版）を受けて

【 健康管理支援 】

 第2版では「健康教育や普及啓発等」が3本の柱の1つとして掲げられており、
本市としては新たに健康増進部局と協力し、取り組みを構築する必要がある。

 健康管理支援事業の計画について、令和11年までの計画を策定する。

従来の健康管理支援事業 新しい健康管理支援事業 川崎市での取り組み

ア 健診受診勧奨 A 健康状態の把握 生保健診受診勧奨

イ 医療機関受診勧奨 B 状況に応じた個別支援 治療中断者への指導

ウ 保健指導・生活支援 B 状況に応じた個別支援 健診異常値放置者への指導

エ 主治医と連携した保健指導・
生活支援（重症化予防）

B 状況に応じた個別支援 糖尿病性腎症重症化予防

オ 頻回受診指導 B 状況に応じた個別支援 頻回受診指導

C 健康教育や普及啓発等 －



中間的な整理、健康管理支援事業の
手引き（第2版）を受けて

【適正実施 】

 重複・多剤投与者への指導については、従来の対象に加え、通知
に基づき6～14剤の投与者についても、優先順位をつけつつ対象
者を選定する。

 お薬手帳の提示原則化について、新規開始時の説明に組み込み、
現被保護者へはチラシの一斉送付等を活用して周知していく。

 資格確認ログを活用した頻回受診者への指導についても、順次対
応していく。



ご清聴ありがとう
ございました
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